
令 和 ７ 年 ３ 月 ２ ６ 日

釧 路 開 発 建 設 部

釧路川の河川協力団体を新たに指定しました

河川協力団体制度は、自発的に河川の維持、河川環境の保全等に関する活動を行うＮＰ

Ｏ等の民間団体が、河川管理者から「河川協力団体」として指定された場合、活動に必要

な許可の簡素化や情報の提供等の支援を受けることができる制度です。

このたびの指定により、釧路開発建設部管内の河川協力団体は４団体となりました。

釧路開発建設部では、下記のとおり河川協力団体指定証の交付式を行います。

記

日 時 ： 令和７年３月２８日（金）１３時３０分～１３時４０分

場 所 ： 釧路地方合同庁舎 ７階 釧路開発建設部会議室－３

指定団体名 ： 釧路川カヌーネットワーク協会

河川協力団体制度について詳しい情報は以下ホームページに掲載しています。

https://www.hkd.mlit.go.jp/ks/tisui/b0sadt0000008gom.html

※ 河川協力団体の皆さまの活動は、「かわたびほっかいどう」の取り組みである「自然豊か

な環境づくり」「活力ある地域づくり」「魅力ある河川空間づくり」にも寄与されています。

「かわたびほっかいどう」について詳しい情報は以下ホームページに掲載しています。

https://kawatabi-hokkaido.com

【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 釧路開発建設部

治水課 課 長 渡邊 一靖 電話：0154-24-7250（内線 3291）

治水課 流域治水対策専門官 稲垣 乃吾 電話：0154-24-7250（内線 3288）

釧路開発建設部ホームページ https://www.hkd.mlit.go.jp/ks/

北海道開発局では、令和６年度における河川協力団体の募集を行い、このたび釧路川流

域で活動している「釧路川カヌーネットワーク協会」を、令和７年３月２６日付けで指定

しました。


